
 

〇
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
特
定
取
得
が
国
の
安
全
等
に
係
る
対
内

直
接
投
資
等
に
該
当
し
な
い
た
め
の
基
準
（
令
和
二
年
内
閣
府
、
総
務
省
、
財
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交

通
省
、
環
境
省
告
示
第
七
号
） 

改 
  
  
   

正 
  
 
    

後 

改        

正        

前 

 

（
定
義
） 

 

（
定
義
） 

第
一
条 

［
略
］ 

第
一
条 

［
同
上
］ 

［
一
～
四 

略
］ 

［
一
～
四 

同
上
］ 

五 

特
定
対
象
事
業 
対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
第
三
条
第
一
項
及

び
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
が
定

め
る
業
種
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
九
年
内
閣
府
、
総
務
省
、
財
務
省
、
文

部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、

環
境
省
告
示
第
三
号
）
別
表
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
又
は
対
内
内
直

接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
第
三
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
、

第
三
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第

四
条
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
大
臣
及
び
事
業
所

管
大
臣
が
定
め
る
技
術
又
は
情
報
及
び
法
人
を
定
め
る
件
（
令
和
八
年
内
閣

府
、
総
務
省
、
財
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経

済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環
境
省
告
示
第 

号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
法

人
が
営
む
同
告
示
第
一
条
に
規
定
す
る
技
術
若
し
く
は
情
報
に
係
る
事
業

を
い
う
。 

五 

特
定
対
象
事
業 

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
第
三
条
第
一
項
及

び
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
が
定

め
る
業
種
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
九
年
内
閣
府
、
総
務
省
、
財
務
省
、
文

部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、

環
境
省
告
示
第
三
号
）
別
表
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
い
う
。 

［
六
・
七 

略
］ 
［
六
・
七 

同
上
］ 

八 

発
行
会
社
等 

発
行
会
社
、
特
定
子
会
社
、
特
定
親
会
社
又
は
発
行
会
社

が
財
務
及
び
営
業
若
し
く
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
会
社
と
し
て
対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る

命
令
（
昭
和
五
十
五
年
総
理
府
、
大
蔵
省
、
文
部
省
、
厚
生
省
、
農
林
水
産

八 
発
行
会
社
等 

発
行
会
社
、
特
定
子
会
社
、
特
定
親
会
社
又
は
発
行
会
社

が
財
務
及
び
営
業
若
し
く
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
会
社
と
し
て
対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る

命
令
（
昭
和
五
十
五
年
総
理
府
、
大
蔵
省
、
文
部
省
、
厚
生
省
、
農
林
水
産



 

省
、
通
商
産
業
省
、
運
輸
省
、
郵
政
省
、
労
働
省
、
建
設
省
令
第
一
号
）
（
以

下
「
命
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
他
の
会
社
（
子
会
社

を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
特
定
対
象
事
業
を
営
む
も
の
を
い
う
。 

省
、
通
商
産
業
省
、
運
輸
省
、
郵
政
省
、
労
働
省
、
建
設
省
令
第
一
号
）
（
以

下
「
命
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
他
の
会
社
（
子
会
社

を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
特
定
対
象
事
業
を
営
む
も
の
を
い
う
。 

［
九
～
十
二 

略
］ 

［
九
～
十
二 

同
上
］ 

 
 

（
特
定
取
得
が
国
の
安
全
に
係
る
特
定
取
得
に
該
当
し
な
い
た
め
の
基
準
） 

（
特
定
取
得
が
国
の
安
全
に
係
る
特
定
取
得
に
該
当
し
な
い
た
め
の
基
準
） 

第
二
条 

［
略
］ 

第
二
条 

［
同
上
］ 

一 

外
国
投
資
家
は
、
当
該
特
定
取
得
に
係
る
発
行
会
社
等
の
取
締
役
（
当
該

発
行
会
社
等
が
持
分
会
社
（
会
社
法
第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

持
分
会
社
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員

又
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
監
査
役
に
就
任
し
、
又
は
命
令
第
二
条
第
三

項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
自
ら
又
は
他
の
も
の
を
通
じ
て
株

主
総
会
に
提
出
し
た
議
案
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
二
号
イ
か
ら

ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
含
み
、
外
国
投
資
家
が
令
第
三
条
の
二
第
一
項
第
三

号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
自
ら
又

は
他
の
も
の
を
通
じ
て
株
主
総
会
に
提
出
し
た
議
案
に
係
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
命
令
第
二
条
第
三
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
を
含
む
。
）
を

発
行
会
社
等
の
取
締
役
若
し
く
は
監
査
役
に
就
任
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
（
外

国
投
資
家
が
自
ら
又
は
他
の
も
の
を
通
じ
て
株
主
総
会
に
提
出
し
た
議
案

に
係
る
場
合
以
外
に
あ
っ
て
は
、
会
社
法
第
三
百
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

株
主
総
会
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
議
案
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

一 

外
国
投
資
家
は
、
当
該
特
定
取
得
に
係
る
発
行
会
社
等
の
取
締
役
（
当
該

発
行
会
社
等
が
持
分
会
社
（
会
社
法
第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

持
分
会
社
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員

又
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
監
査
役
に
就
任
し
、
又
は
命
令
第
二
条
第
一

項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
自
ら
又
は
他
の
も
の
を
通
じ
て
株

主
総
会
に
提
出
し
た
議
案
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
二
号
イ
か
ら

ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
含
み
、
外
国
投
資
家
が
令
第
三
条
の
二
第
一
項
第
三

号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
自
ら
又

は
他
の
も
の
を
通
じ
て
株
主
総
会
に
提
出
し
た
議
案
に
係
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
命
令
第
二
条
第
一
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
を
含
む
。
）
を

発
行
会
社
等
の
取
締
役
若
し
く
は
監
査
役
に
就
任
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
（
外

国
投
資
家
が
自
ら
又
は
他
の
も
の
を
通
じ
て
株
主
総
会
に
提
出
し
た
議
案

に
係
る
場
合
以
外
に
あ
っ
て
は
、
会
社
法
第
三
百
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

株
主
総
会
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
議
案
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

二 

外
国
投
資
家
は
、
自
ら
又
は
他
の
株
主
を
通
じ
て
令
第
二
条
第
十
一
項
第

二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
命
令
第
二
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
議
案
（
特

定
対
象
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
発
行
会
社
の
株
主
総
会
に
提
案
し

て
は
な
ら
な
い
。 

二 
外
国
投
資
家
は
、
自
ら
又
は
他
の
株
主
を
通
じ
て
令
第
二
条
第
十
一
項
第

二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
命
令
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
議
案
（
特

定
対
象
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
発
行
会
社
の
株
主
総
会
に
提
案
し

て
は
な
ら
な
い
。 



   

三 
[

略] 

三 

［
同
上
］ 

 
 

（
特
定
取
得
が
国
の
安
全
に
係
る
特
定
取
得
に
該
当
し
な
い
た
め
の
基
準
の

例
外
） 

（
特
定
取
得
が
国
の
安
全
に
係
る
特
定
取
得
に
該
当
し
な
い
た
め
の
基
準
の

例
外
） 

第
三
条 
［
略
］ 

第
三
条 

［
同
上
］ 

一 

［
略
］ 

一 

［
同
上
］ 

二 

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
に
行
っ
た
直
近
の
特
定
取
得
の
後
に
生
じ
た
事

由
に
よ
り
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
対
内
直
接

投
資
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
期
間
が
満
了
し
た
後
に
行
う
令
第
二
条
第

十
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
命
令
第
二
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ

る
議
案
に
係
る
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
同
意
に
係
る
も

の
（
当
該
届
出
に
関
し
法
第
二
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
対
内

直
接
投
資
等
に
係
る
内
容
の
変
更
又
は
中
止
を
命
じ
ら
れ
て
い
な
い
も
の

で
あ
っ
て
、
当
該
届
出
に
関
し
虚
偽
の
届
出
で
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
行

う
場
合 

前
条
第
二
号 

二 

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
に
行
っ
た
直
近
の
特
定
取
得
の
後
に
生
じ
た
事
由

に
よ
り
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
対
内
直
接
投

資
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
期
間
が
満
了
し
た
後
に
行
う
令
第
二
条
第
十

一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
命
令
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

議
案
に
係
る
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
同
意
に
係
る
も
の

（
当
該
届
出
に
関
し
法
第
二
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
対
内

直
接
投
資
等
に
係
る
内
容
の
変
更
又
は
中
止
を
命
じ
ら
れ
て
い
な
い
も
の

で
あ
っ
て
、
当
該
届
出
に
関
し
虚
偽
の
届
出
で
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
行

う
場
合 

前
条
第
二
号 

［
三
・
四 

略
］ 

［
三
・
四 

同
上
］ 




